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  芸濃中学校入学式                 芸濃中学校 

津市芸濃地域水防訓練を開催 ! !  
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  交通安全教室                                     明小学校  

   春の遠足                          芸濃小学校  

龍王桜マラソン＆ウォーキング大会を開催 !! 
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新しい自治会長さんをご紹介します（敬称略） 

令和８年度 がん検診・健診のお知らせ 

椋本地区 
椋本1－1 一見 博幸 椋本1－2 坂口  伸 椋本2－1 駒田 正信 椋本2－2 野﨑 時勝 

椋本3 内田 壽一 椋本4 長谷川 渡 椋本5－1 古市 芳樹 椋本5－2 大辻 清司 

椋本6－1 岡田 靖之 椋本6－2 若林  学 椋本7－1 駒田 幸宏 椋本7－2 中出 尊志 

椋本8 駒田 佳之 椋本9 横山  弘 椋本10－1 佐藤 惠子 椋本10－2 平子 光三 

椋本10-3 朝倉 正道 椋本11 横山 利秋 椋本12－1 村上 友昌 椋本12－2 髙士 房伸 

椋本13－1 西川 直美 椋本13－2 坂野 きみよ 椋本13－3 駒田 喜美 椋本15 駒田 光雄 

椋本16 竹内 紗樹 椋本17 横山 昭司 椋本18 三村 修    

明地区 
楠原西 増地  智 楠原中 山田 茂夫 楠原東 柴田 順平 林町 堀越 克真 

林殿町 竹尾 昌彦 林川原 宮﨑 幸則 中縄区 臼井 和則 忍田区 國立  治 

平林 内藤 健二          

安西地区 
小野平区 紀太 一也 多門区 駒田 兼良 北神山区 駒田 嘉博 萩野区 岡田 良哉 

岡本区 岡本 勇司          

雲林院地区 
市場 増地 陽一 中瀬古 黒川 彰教 下川 黒川 武彦 南山 中村 一彦 

上ノ段 中村  徹 河原 村林 秀紀 新田 新開 良彦 青木団地 近藤 成亮 

藤ヶ丘団地 坂本 辰也 西部ヶ丘 前川 宜良       

河内地区 
河内下 落合 成幸 河内中 落合 秀夫       

  
１０月２７日（火） 

9：00～11：00 13：30～15：00 

①特定健診(※1) ●   

②後期高齢者健診 ●   

③胃がん検診 

  X線（バリウム） 
●   

④大腸がん検診 ● ● 

⑤子宮がん検診   ● 

⑥乳がん検診  

    X線（マンモ） 
  ● 

⑦肝炎ウイルス検診 ●   

⑧前立腺がん検診 ●   

胸部レ

ントゲ

ン(※2)   

⑨肺がん検診 ● ●  

⑩結核健診  ● ●  

申込み開始日 ９月２５日（金） 

申込み先 

   受付時間  9：00 

        ～16：00 

（土日祝日を除く） 

三重県健康管理事業センター 

「健診センターサンテ」 

（☎059-221-5115） 津市がん検診 
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錫杖湖畔キャンプ場 落合の郷親水公園 

 

毎月２回（第１・３火曜日）に芸濃保健センター前に集合し、 

仲間と一緒にウォーキングしています。  ※天候等により、急きょ変更になる場合があります。 

■集合時間 

13時30分 

  ■日にち（予定） 

【７月】 7日、21日 

      【９月】 1日、15日（※８月は除く） 

詳しくは、芸濃保健センター（☎ 266-2520）まで、お問い合わせください。 

山と湖に囲まれて緑豊かな自然を楽しみませんか！ 

 

 
 
 
住 宅 用 警 報 器  

 住宅用火災警報器の設置が高齢者の命を救う！！ 

  

 

 

 住宅用火災警報器は、津市火災予防条例で、平成20年6月からすべての住宅において設置が義務化されてい

ます。また、定期的な点検や機器の取り替えなど維持管理についても義務化されています。電池や部品の寿命

が約10年と言われ、すでに一部のご家庭では取替え時期にきています。 

 

 

 そしてなんと住宅火災による死者のうち、約７割が６５歳以上の高齢者であり、その多くが就寝中などの逃げ
遅れにより発生しており、もしも住宅用火災警報器が設置されていれば、助かった命があったのかもしれません。 

 住宅用火災警報器の効果について  

 設置されていれば死者の数は半減、焼損床面積と損害額も大幅に減少するといわれており、非常に大きな効果が

期待できます。（総務省消防庁による令和２年から令和５年の火災報告から集計） 

 どこで買える？取り付け場所は？ 

   

防災機器販売店やホームセンター、家電量販店などで購入できます。取り付けを合わせて依頼できるお店もありま
す。 また、取り付け場所は寝室、階段（2階に寝室がある場合）が義務で、台所は義務ではありませんが、推奨し
ています。               〈お問い合わせ先〉津市消防本部予防課 059-254-0356 

死者数50％減少 

住宅火災100件当たりの死者数 

12人 

設置無 

6人 

設置有 

損害額約50％減少 

焼損床面積約60％減少 

ささゆり・ウォーク会 

までお気軽にお問い合わせく

ださい。 

☎059-265-2019）火曜日定休 

バンガロー 
１棟につき１夜当たり※１ 1６,９３0円 
               （設備器具費5,230円含む） 

テント場 

１区画につき１夜当たり※１   4,400円 

土曜日又は休日の前日※２    5,500円 

特定日※３         6,600円      

バーベキュー施設

（デイキャンプ） 

１人につき              300円 

         

 

バーベキュー １人につき    310円 

 


